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鋼鉄への転換点におけるイギ!) ス製鉄•鉄鋼業の一分析 :' ■ . . .

たし，株主，配当などの点からも近代的株式会社の性格を不充分ながら備え始めたものとして 

押えなければならない（第 4 節) v 
⑶と先に述べた特質⑴⑵⑶とを相照らし考えると，直後の大不況を経て到達する段階の特徴を幾 

:つかは先取りするところの新たな性格を示している。 これは , ⑵ー㈤にまとめられるところの小規 

模生産の群棲と何ら矛盾しない》60年代の恐慌は，重工業における小資本を弈分には淘汰しない儘 

に輸出ブームの好況に繰り込んだのである。そしてこの内容は，後の大木況期に大きく反映する 

ものであったのである。

株式会社は，いかに論じられるぺきものなのか。株 

式会社I命の方法については，徒来，ニづめ方向から接 

近するめが，犬方のs i解のようである。一つは，株式 

会社論を，個別資本の問題とレ,企業経営活動の主体 

として論じようとするもの。ニつ丨こは, 株式会社論を， 

株式会社企業形態の資本調達= 資本集中活動に中心を 

おいて論ずるも以上の二つである。これに-ついて 

は，現在セ:は，資本集中ないし，資本の謂達論の立場 

と，株式会社における支配集中論の立場のニつだとい 

う猶議も’ありえよう。だが，これらの立場はいずれも 

同一の前提に立つものである。この点については,.の 

ちに示す。これらの視角が，今日までの株式会社理解 

を衫しすすめたもめであると考えてよい。しかるに, 
株式会社論を,経済学の体系中に正しく位置づけるに 

は，これらの立場が，それぞれ別個に，あるいは，あ 

い補い合うものとして存在するにすぎないということ 

に満足することはできない。むしろ, 両者を一# 的 • 
統一的な.ものとして把握しなければならないであろう。 

したがマて,，これらの統一のための論理的契機を求め 

ることにこそ，株式会社論の今日的課題の1 つがある 

ものと考えなければならない。それの解明をまつこと 

なく，安易に、株式会社の「本質J を論じることは不 

可能なのである。

袢式会社史の成果にL たがえば，株式会社なる企業 

形態の起源は，資本家的社会関係の発展とともに古い 

ものだということはあきらかである。しかし，それら 

の当初の形態を,たとえば16〜7 世紀に，特許会社の 

企業形態としてと.られた株式会社joint stock company

い。やはり，1 9世紀に産業資本の逆動を接軸とした， 

資本家的？？生産機構が確立してはじめて，與に近代的 

株式会社企業も生起し，制度としても展開しえたと考 

えるほがはない。、とはい足株式会社めJ歴史を眺めて気 

付くととは，株式会社企業形態が，伯!人的黉木所有め 

枠を超えて，資本命有め拡張をはかりづつ，機能士支 

虎面の内的変化をとげながら今日にいたっているとい 

5 ごとである。すなわち，資本の結合と，それによる 

所有の社会的拡張とである。だが，これ6 のことも， 

直ちに株式会社を特徴づけているもめで、ほない。諸企 

業形態、の展開過程においては，つねにとのような関係 

が認められるからである。資本の結合をほかり，社会 

的に資本所宥の拡張をなすことが,株式会社という特 

定の企業形態をとる必然性は，これによってはあきら 

かにされえないのである。かくて* 企業衫態，資本結 

合といった視点は，それのみで株式会社論を意義づけ 

るものでは^;い。あるいは，株式会社も，とれらの観 

点からとらえるとしても,他め条件が措定されたうえ 

でのことであることを注意しておかねばなら.ない6
さらにこのような視点とも関速して, 株式会社を， 

個別資本の資本運動= 経営という点からとe>える祝点 

についても，大雑把なことをまずあきらが匕ずるなら 

ば，特萣の企業形態をとる企業はまさに個別資本とし 

て，資本の総体的運動中〖こ組み迗まれているのであっ 

て，個別資本= 経営活動という点のみが強調されるの 

であれば，これも株式会社をそれ.自体としてあきらか 

にし，特徴づけることにはなりえない。こごセも.株 

式会社のみが，<個別資本》 として把撞されうる条件 

ないし論理的契機というもめが，あきらかにされてい 

なければならない。

株式会社論は，基本的に，上記のごときく条件〉,く契 

m を解_ してゆくととに，主たる課顧を持づと考えを，ただちにここでの検討の対象に選ぶことは，できな

注 i> 小論は* 本誌5 月兮に掲載した扣丨稿「信用制度と株式会社j 第 5 節の補論を意_ したものであるb
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られる。しかし，実際的には，これ以前にあきらかに 

されるべき視角があるといってよい。それは，株式会 

社形態の企業が1 個の資本として，広い意味で株式資 

本として現われるさい，それを湾本と.しての一般的本 

性からみたさいの，資本運動の基本契機たる資本所有 

と機能との関速である。のちにみるように，4 ルクス 

の株式会社論にかんして，多様な理解が生じるのも， 

この基本的K速と，さきP  く条件〉やく契機〉とが混 

淆され，論理的に整序されないことに由るといってよ 

かろう。 -
資本が，一定の社会的ないし個别的生産関係を支配 

し，生産過程を統御する基本的諸契機は，資本の所有 

関係に規定される。したがって，資本たりうることは， 

同時に資本制生産を支える私的所有関係の実現•展骀 

でなければならないことは言うまでもない。しかるに， 

私的所有の貫徹は, 他方で資本の倾値i i 殖運動6 具’体 

的展開どしての資本の機能にささえられなければなら 

なw、。ここに所有t 機能との一体化という基本的関俸 

が坐じる。株式会社形態こそは,この所有と機能との 

関連を，形式的には一体的なものとし，実質的には， 

それらを相互に完全に切離すような仮象を生みだし 

つ'つ，資本所有の論理を貨く形涵であるということが 

できる。この点で，他の企業形態とは，著るしい.相違 

をもぅものな?Dである。さきにのベた株式会社論の逢 

本問題における〈条件〉やく契機〉は，ここに言う所 

有と機能との特異な結合関係に規定されるく条件〉，

く契機〉としてあきらかにされなければならない, 
そこで，ここでは上記の観点を中心とレて，まずマ 

ルクスの株式会社理解の基:本虑を示し，それが，株式 

会社論を理論的に展開したヒルフ ァディソグにいかに 

継承され，問題点がいかに推移したかを简雄にみて， 

それらに関連する限りでわが国における見解の若干を 

検討してゆきたい。

デ資本論j の.全般にわたって，株式会社への論及が 

今られるにもかかわらず，マルクスの株式;会社論には， 

大きくニつの方向があることをみのがせない。マルク 

スは，利调率fs；落傾向にたいし反対に作用十る要因の

一つとして株式会社をとりあげ，株式会社1におぃては， 

資 本 は 「利芋j ぃわゆる配当をあけ4るにとどまり，rこ 
れらの資本は一般的利潤率の均等化' には加わらな 

としてぃる。.株誇会社は，：平均利潤率の形成への不断 

、の傾向をもつp 矜本め轉争からみて，例 外 的 な 企 業 形 • 

態であるという考え方がここに示される。これが第一 

の辯点であ.る。.この点につぃて，.鈴木.劳徳氏は，上記の 

ごとき株式会社論の展開だけにつぃてみても，『資本 

論j の論述は首尾ム貫性に欠けヤぃるとされるンすな 

わち, 鉄道業を運輸業として，生產的資本の投下部_  
だとする考えが他方で存在してり，さき,の前提に反 

すという訳でもる。とのように鈴木氏は，マ ル ク ス の , 
株式会社論のもつ矛盾を指摘される。、

しかし，上にみたマルクスの株式会社にがんする所 

説は，株式会社の本炱的規寒とは無縁めi めであつて，

そ れ ほ マ ル ク ス 自 身 の べ る う に 「事実的示唆」以上 

r 出るものではなぃ d との病 ‘ も闕速して，鈕木氏は ★

さらにマルクスの*■释済学批判要輞』め叙述を'迪りつ 

つ，_ 式会社にかんずる論述を整理され, そどtc, 火 

ミスの株式会社詾fcoらな名麵褰をよみとろうt され 

ている。そのこと自体は，マルダスが「共向ネ土会あニ 

般条件」なる方向で，むしろ_ 極的に会社形熊をとら 

えよ:うとしてぃたというがぎりにおぃそ商題iどきれる 

べきなので毛つた。なに令えそう%らねばならわかは，

9 ちに示しちぃ。とこるが，それ以上に『食_ 』段階 

における株式会社論をとりあげるさい—みのがすごとの 

で.きない视点か存在しているのではなかろうか。

マルクスは「競争J の規定に関琏して# つぎめよう 

にのベる。 I.「個別資本の相互的行動は，ちょうどそれらが資本 

.としてぶ1 るま扣なみればな.ら、よう.にし-お.わせる。

個別先の外見的には独立した行動とそれら6無規制 

な婢突が，まさ丨こそれ.らめ一^的法則の措定であ 

る。'こでは市瘍はなお別の奪義をうけと毛。個加 

的諸資本としての諸資本の相互行紐;が，とう丨Vセ ま , 
さに，一般的諸•資本としてのクCれらめ措定となり，

また© 列者の外觅的独立性と自立的存^ と の 止 檣 と I 
なる。そHだけでなぐとのi t 揚は，M用k お い て も I 

. おこな:われる。そしてそり’止 揚 め い き づ く 如 極 め 形 I 
態一一だがそれは向時K：資本に適応したそれの形態

.注 2) K. Marx, Das Kapital,Bd. m. S‘ 2 6 9 .国圾文庫版⑨ 5S ページ4 ,
3) 綷木芳徳「株式会社論の戽的展開j r商経論齄」第 2 卷飨2 号 143ページ，

4) K. Marx, Grundrisso der foitik  dor politlschen 5kononiie [KohentwurfJ 1851-1858,1053, S 43«
-— io o  — .................... . ，‘

m
隊や〒 ' ふ货ぬ公炫乾®^は仏 r祝がd 免T 身3汾雜JwめでふJぬ也2 ぼ也袋货鮮ぼ史源さぢ淑过?纪i t為

株式会社における所有と機能

での資本9 終局的措定であ名—— は，すなわち株式 

資本である。」

とこに蜂，相革i;こ関速する二つq観点がある。資本 

珲動0展開は，個別的諸資本をして,その自立性と外

が，諸力テゴリーの展開に応じて，自トを_現せしめる 

論理段階，ないし，具体的範晴措定を必要としている, 
マノレクスが，信用論（f資本論J 第 9 部, 第 5 篇)にお 

いて，:.株秀舎社iし:力、んしでのある择度ま..と.まった指摘 

をなしえf cのは，このととに関連してセはなかったの厚的独_ 性とを揚棄させをとぃうこh 努绾一点であり 

そP ような止揚の過程は，終局的な資本措定—— 株式 

資本の措定にいたるということである。ここに株式資 

本とは, 株式会社が<*一般的諸資本」と区別寄れて， 

個別弯キの論理次元を前提に措定され，その企業形態 

p 枠組令の中での運動体としての資本め総体を意味し 

ていると考えてよいすあ夸う。「株戎資本」は， ここ 

で は 1:择式会社上Q 措定を前提としているとみてよい 

のである力、ら，さきの則用をつられぐ論理は,株式会 

社にかんす.る本質的興定への方向を食むもcpだといえ 

る6，.あるいは,,..株式会社K1かんする未算規定のなし..う. 
る根拠が, こ!^こ明確にされているとV、ってもよい。 

むろん , この根拠は, 競争,信用の論理次元と齊接不 

可分のものである。しかし，それらと株式会社との関 

連は％とより，さきに指換された“「丼同体的一般条 

件」なるものが，いま示した，株式会社の本質辑定を 

可能 i する根_ と, いかに結びつぐのかは,依然とし 

X あきらかではないレ*■資本論』は,すでに第1部,資本p坐産過程の基 

軸的部分たる箄7篇蓄稱論において,株式会社にかん' 
する論及をなした。資本集中の円滑なも灌行， これ 

が,そこでの主眼であり，またこれはr資本論jで， 

マルクスが株式会社をどう処理しようとしたか，その 

基本的態度をあきらかにしている6 しかし, これによ'. 
つて株式会社にかん尤る本質規定があたえられたので 

はなV、。 また,鈴本氏等によっても問題にされてい 

る，第 3部の諸規定にレXも，本質を規定するもめで 

はなく，マルクス自身の経験を甚礎とし：teたんなる事 

実示唆にすぎぬものである。この点でも，マルダスの 

株式会社への対応は一貫してい今。だから，資本樂 

中,利潤率低下依(向という次元での株式会社にをんす 

る指摘に侬，るかぎり，一歩も本質規定には近づきえな

lV'o . • - k
さきにものべたように, 本質規定へ9 接近には，「伸 

別渚の外見的独自性と肖* 的存在との决揚j なる論理

注 .5) , ibid., S. 549-50.
6) D ŝ Kapital, Bd. ffl. S. 479.
7) ibid., S. 477.

か。第 5 篇，: 第 2 7 章において> 信用の役割にかんし 

てV.:’株式舍社の形牌が課かれてゆ:く.V た*が，..:それによ 

っても，株式会社の本質規矩が年えられたとは考えら 

れない。ただ，ここにはじめて. 『資本f命j が株式会社 

を，r喪綱j にのぺられた論理の:具体的展明として説 

こ 5 とする基本的立脚為を求めうるりである。

ここで言われている乙とは, : 株式舍社り発肢を「資 

夺主義生産辦式そのものcpなかフ.の資本主義生趙様式 

の廃止であり，しfcがってまた自分自身を解消する矛 

盾であって，この矛盾は，一見して明らがに，新たな 

生產形態への単なる過波点として現われるb であ | !  j 
というととにつきる。レかし，これが，株式会社それ 

串体についていわれたというより, 株式会社企業形態 

が, さきに指摘した資本そ9 ものの揚棄の填向のうち 

でr 資本の総運動，自体の発展を規定するもめとしての 

ベられたこと，入、うなれば，資本運動を軸に構成され 

る資本家社会的関係の必然的帰結とし^;のべられたこ 

とだと考えねばならない6 $  b K このことは, 第 27章 

での株式会社への言及が，もっぱら，私的所有によっ，

て制眼:されない.私的也產, 社会資本, . すなわち/續 

本丰義生庠様式そのものの限界のなかて， 私的所有 

としての資本の廃止」といった侧面を強_ しつつなさ 

れt いることとも開速する。 「株式制度のうちには, 
すでに，社会的生産手段が個人的所有として現われる 

ような古い形態にたいする対立が存在する^との命輝 

となって現われているぐ

これらの観点が打ちだされるには,マルクスの株式 

会社企業tこたいする理論的認_ が前提とされる/ こ の , 
点でのかれの認識は，たんに経験的観察にとどま々た 

とはいえ，株式会社の特徴づけ，その本質規矩に迫る 

うえで, 重要な観点を把えているとV、えよう。すなわ 

ち, マルクスが株式会社企業形態穹彳大企業•大規模 

経営に適合的と判断したことと’,そこでの資本所有と 

櫸能との関速を，両者の形式的分化，支配の集中過锃 .

8) ibid., S. 841.
101
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株式会社における所有と機龍

としてつかんだことである。

所有と機能の関連は, 株式会社の問題とぃわず，• 
用論tことって，きわめて基_ な問題である。 ル々タ 

.スは，：所有，すなわち資本制生產様式を根底的に支え, 
資本連動を規定す各社会関係としての私的所有が，生 

産過程に根抛4けられる■ことなく，’所有自体として自 

己の経済的主張を食ぐ関係次元として信用関係を措定 

した。と同時に, 資本の連動は，所有と機能というニ 

契機の統合として位置づけられることとなった。信用 

論は，その点からするならば，所有と機能との関連を 

反省的に提示するととなく，直接的に資本運動の諸側 

®を説いてきた諸部分とは，、.論理次元を基本的に異|■こ 

してGるといえるン株式会社論は,信用論めもつこの 

ような特性を究極的に展開するものとして措定される 

ことが，さきのいくつかの指摘からあきらかになる。 

しか’し，これにはづぎのような限定を付さなければな 

らない。

株式会社企業は，マルクメのいうような過波的性格 

をもつとしても，‘あくまで資本としての実# を備えh  
‘ 株式会社であり,それ自体が根底的に資本関係を掘り 

崩してゆくものではない。「自分自身を解消する矛盾」 

は，まさに解決きれることのない矛盾である。マル夕 

スの寓意が，株式会社をして，3•—.トピア的幻想を生ま. 
しめるもめだとしたことはないであろうし，たとえそ 

のような方向への可能性があったにせよ，それは，マ 

ルクスの経験的判断上O制限としてうけとる以外にな 

い。..こ■こからただちに，マルクスの株式会社理解の欠 

陥を@う.ことはできない。かくて，マルクスが r资本 

主義生産様式そやものの限界のなかでの，私的所有と 

しての資本の廃止j とのべるとき，そこに私的所有そ 

のものの廃止を読みとることはできない。むしろ，そ 

こで真に問題とされてぃるものは，私的所有と対立す 

る社会的所有なる規定が，株式会社形態の企業，すな 

わち資本結合体における，所有と機能との特異な関係 

を衣現するものだ，ということなのではなかろうか。 

ぃぃかえれば，株式会社形態での機能資本の機能の態 

様は，社会的所有という事態を生みだすが，しがもそ 

こに私的所有の論理が質かねばなちない，.ということ 

になるであろうd とのことは, 信用関係の驻礎範_ た 

る利子生み資本の運励が，資本関係を疎外し，最高度 .. 
の資木物神を社会的に生みだしてゆく.ことと関迹して 

いる。また，利子坐み資本は，物神化の過程を通じて，

所有としての資本たる性格を貫ぐものでもある。がく 

て，株式会社における，私的所有関係の貫徹は,刹芊 

生み資本運動による物神化の進展を前提とするもめで 

あることも，ここからあきらかになる。しがしまナこ， 

株式会社は, 信用関係とはととなり，それに固有►挢 

有関係を，機能資本との全体性としてあくまで維持し 

なければならないととろに, 特徴を有すると考えるこ 

とができる。 .
とのようなマルクスの考えにたいして，中村通翁氏 

ほ,マルクスの株式会社の把握ぶ不十分であるふころ 

から生じたものとして消極的な評俪を与えぞおられる。

中村氏は，々ルタス6 株式会社論に3 らめ伽面を認 

められる。第 1 は，スミスめ株式会社把握の磁承面，

飨 2 は，資本め最高の形態としての把握; 第 3 に，資 

本制生產め最高の形態‘新たな生産様式への過波な'も 

点である。このうち, 第 2 , 第 3 の観点が, いかに■論 

理的に区別されうるのか疑問だが, 鎗 3 め観点にたい 

してつぎのようにのベられている。

「株式会社の資本所有からの資本機能b 分離が，じ 

つは,資本機能めうちのかならずしも資本家七しん 

によって担当される必要のないs■技術的指図彳の部 

分の分離fcすぎないこと，資本機能はけづして資本 

所有から全面的に分離しう；5 ものではないとと，を 

見誤っ智ことから生じた一面的規定にとどまるもの 

:であった。」 ....，

そして氏は，とのような側面を,梯式会社の発展傾 

向にたいするマルクスの一面的な規定だとされるので 

ある。中村氏によれば，こうしたマル:^スの一面的規 

定の原因は，マルグスの株式会社にたいする認識のも 

つ限界にあることになる。.たしかに.，マルクスにおい. 
ては，さきにふれたように,株式企業の把撞には限 

界がある。しかし，だからどいづて,マルクスめ規 

定のすべてが一面的であることにはならないであろ 

うo そのことは，中村氏めあげた，第 3 の規定にぃた 

る過程で，大経営の成立, 支配め集中等が明_症系さ 

れてV、ることからもあきらかになる。マノレクスにあゥ 

ては，無論，資本所有と資本機能の完全分離が問題に 

さ.；Hて，かの発展傾向がつかみとられて_きたわではな 

い。むしろ, 逆に，所# と機能との合一を驻本的に:；?戈 

認しつつ，そこに，所有の論理の特興な展诎を本よう’ 
とする。その特異性は，ニ逭にとらえられるのであっ 

て，一方で社会的所有なる表象を作出しっっ，剰余労

注 9 ) 中村通義『株式会社論j 1969尔，2 1 ページ，
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働の一方的収得を可能とするもの，他方では，社会的を制約していると考えられる。その代表的な事例とし

所有なる事態のもとで, たんに利子取得者と等しぐ社て，株式会社論€>体系的展開をなしたといわれるヒル

会的に极われてゆくもの, の:n方向においてで灰>った。 y ブディングをとりあげ，素描的に検討を加えてみた

す莩わち, これらの方向は, 社会資本としての株式会い。

社企業が，所有と機能との究極的一体化を，支 配 の 集 ヒ ル フ ァ デ ィ ン ダ は ,「株式会社の経済の我々の理 

中過程を媒介として押し進めてゆくなかで, 私 的 所 有 解 は , マルクスによって展開されたそれを越えて進る 

関係が基本的にづちぬ .ぐ七.と’を明示す.る。- かっ，とt  .へとのベ，、.さきにふれたマルク.ス0 株式会社にかんする. 
では当然，所有と機能との特殊的合一体としての株式論述を引用して，そめ 5 え，「マルクスがここで考察 

会社が，資本とレての内実に如してあきらかにされるしているのは，何よりもまず，株式会社の経済政策的 

べきなめである• たんに 1■技術的指図」の部分の分離諸作用である )j とする。こ の 「経済政策的諸作用」め 

といったことによづては解決することのできない問題内容がな於が理解に苦レむが , ヒルファデ:{ ソ:ダが, 
である。また，中村氏は，とれにかんれんしてマルクマルクスの把えた裨点とはことなり,•資本蓄積過程に 

スにおいては, 株式会社が| 丨子生み資本と_ 一半 面 に おける躲式会社企業の支配的地位を前提にして，株式 

置かれるとのべられるのだが,この点にっいそ% ,利 会社企業の機能的侧面に視点を据えて展開した，とい 

'子生み資本運動が,所有を自立化せしやるごとき固 有 うことは，あきらかである。そのこどは,いいがえれ 

の矛盾の所在片かんする認識がまず要喷されて然 る べ ば，マルクスによって明らかにされた，株式会社のも 

き'"Cある。との点が理解しえないとすれば ,株式会社つ二重の論理性食，重層的な..ものとしてよりは並列的 

を,信用論において基本的に説く理由は明確にならな . なものとしてとらえていることを意味している。この 

くなるであろうし, ，したiがって， 「株式会社を信用制ことは,直接ヒルフブディングの論述の進め方に即し 

度から論理的に展開する迄J との視角は無意味になってみるならばっぎのようになる。

て .しまう。要するに，所有と機能とは,機能の自立化 と ヒルフ夕ディングは, 『金融資本論』第？章のはじ 

して分離するのではなく，’所有の自立化として， 「分 め に , : 「我々が第 1 に考察する産•寒株式会社は，何よ 

離J するめであづ飞，自立化の論理構造が間題 と な る りもまず;産業資本家の機能の変イ匕を意 味 す と し , 
のである。また/ ごの延長線：I：に，法人格0 経 済 的 意 さ ち に ，「この機能変イ匕は，株式会社に投下されてい 

義を問題にしうる。 る資本にパそめ資本家にとづて純粋な貨幣資本の機能

とのようにみ•てぐると，『要綱』におけ る 「共 巧 体 を 与 え る J とのべているどこのようにr産業企業者の 

的一般条# J の指摘は,私的所有を貫きながらも，所 機能からの産業資本家の解放Jの過程こそ，株式，会社 

有と機能‘とめ特異な結合のうち.で生起する社会的所 有 め本質をなすものであるという考え方が，株主を貨幣 

が, 資本制生産様式の.「揚棄J をもたらすという*■資本資本家と同一祝する考えとともに示される。無論，こ 

論J での見地と，対疮しているといえないであろうか。 こでの貨幣資本家は, 当初より债権者たる地位にあり，

確定的な利子率で貸付けた貨幣資本の回収を保障され 

' ffl るごとき貨幣資本家ではなく, あぐ象：e , 株主〒出資

バ : . . .  者としてしかも貨幣資本家となるのである。それをt
さきにみた，所有の自立化にかんする論迪構造が， • ルププディングは，株式証券の売却可能性に求めて 

株式会社においては信用関係め場合とことなり，二重るのである〉。同時に，株式の売却可能性は,株式会社の 

であること，このことが, その後の株式会社論の展開形成展開とともに無媒介的に与えられるものではなぐ ,
注 1 0 ) 中村, ， 易齓タ6 ぺ- ジ。

1 1 ) 中村，前辑鲁， 2 6 ぺニジ。

12) R. Hilferding, Das Finarizkapital, 1968. S. 1 4 6 .尚崎次如狹，'.'土, ' :167.:'ぺ■一'ジ. .
13) ibid., S . 147:向上，189 ベージン .
14) ibid, S .1 恥. 同上，174 ページ。 バン'.'、..'.、：パ .:'''

15) ibid., S . 136.同上，174 ぺージ。 , ’
1 6 ) 後藤泰ニ「ヒルプブデ.イング創業利得論の理解に， 、て酉南学院大学商学論集 J 第 1 0 卷，第 1 号， 

1963, 23 ベ“ ジ。
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，採式証券を流豳化せしめる場の存在と対応したも.めな 

のである。すなわちいわゆる証樂流通市場め存在が前 

提されねばならないV しかし,.株主が貨幣資本家と化 

するということが，株主の本来的性格，出資者，機能 

資本家たる性格をいがfこ_ 化せしめたことになるめか, 
その点にかんするヒルプァデ一ソグの説明は不明瞭で 

あり配当の利子べの帰翁なる周知の考え方から多くを 

でていないものだといわねばならない。 ：

ところが，二方セ株式の売却可能性ゆえに，実際上 

機能資本象たる地位を奪われ，貨幣資本家となる過程 

が進展すれはV その過程が他方で一•部犬;株主に創業利 

得の獲得機会を与えることになる。そうだとすれば, 
株式会社は，ただ大多数の株主が，実質的な貨幣資 

本家となりせるというととに，：またそれを可能と 

した株式証券の売却可能性ぬ.その本質を求められては， 

ならないのであらて,ここではむしろ,証券市場を外 

的要因としっ' ^ も，株式.会社がィ機餡変化J を遂，げる 

，杓部的過程が，’まず問題_とされねばなら、なかづたはず 

である。それぼ当面V 株式会社における支配集中の問 

週として提起されることになる。

「株式会社は，諸資本家の会社であ！?j として，株 

，式会社に知い.ては.，:..資未家は,.:'かれの出資した資本量 

によって丨也© 資本家から区別され，: 匕の量的区別が企 

業内に支配と被支配とめ関係を作出するどヒルフプデ 

.ィ...ンク•はいい，.' さ'ら1こつぎのよ:.うにのべている。

r しかし株式会社の支郞者は，それ以外の他人の 

資本をも自S の資本と同じように支配する。ごの種 

g 声配は，決して他人資本^-般の支配と同じではた

- い。J .
まさに，株式会社における支配的資本家群匕とって 

は, 株式会社の資本は自S の資本セあり, それを根拠 

に，他人の.資本をも支配する• そして, 「一面では , 
株式会社の発展とともに, 他面セは所有集積とともに， 

その資本を幾つもの株式会社丨こ投下している大資本家 

の数が墦大する。そして強大な株式所有は，会社の指 

遵機閲において自己を代表きせる力をあたえるJ とい 

5»ことにもなる6
とのような, . 株式会社の支配柒中の過程は,ヒルフ 

ァディングにあっては，それ自体与して間題にされた 

の.ではない。株式会社企業が，’個人企梁とはことな.り， 

その资本の_ 達が容易にな■しうる理由のーっとして-

いも、かえれば，資本の動員を可能にする要因の-•づと 

してあけられ.ている。そのことがらもあきらかな上气 

に，ここで支配の集中が達成されるためには,自己の 

資本と他人の資本との明確な区別が必要とされる。 こ 

こにいう他人め資本とは，株式会社が,その独特な資 

本結合= 集中によらて集めえた/ . ないし集めう.る資本 

とはことなるまったぐそめ企業の外部から導入された， 

株式会社企業匕とづ弋はまった:く外的貨幣資本である 

借入金を意味しているのではなく，あくまで，株式証 

券を媒介として集中された資本をさしている。.したが 

づて，本来的にそれは,株式会社という特異な機関め 

自己資本をなすもめであるはす♦セある。 しかし， ヒル 

フデディングは,1売却可能性を看する株式証券を介し 

て集中された資本は，，.面で;たんなる貨幣資本とみ 

なし，これに他人の資本なも規矩をあだえたのである‘ 
ここではあきをかに，本来会社自体め資本= 自己資本 

セあったものが，他人め資本という形態を付与され,  
その形態規定を固定されるめである。.このような形態 

規定の転成がいかなる要因によって可能となったのか 

といえば，株式会社の資本が,証券という姿で一 商存 

在し,それに売買の可能性があるということになる 

このことは， ヒ.ルブァ，デ，ィ ンダが,::産業資本家の機能 

変化を問題にして, 株式め売却可能性から,株主の貨 

幣資本家化を説いたことと結びゥいてゆくものであ 

る。そして株式会社は，趣式証券の独自な資本規定 :̂  
癀制資本と，これがとる具体的運動,及びその実現場 

面たる証券市場等の視角で、のみ把握されてゆかざるを 

えなかっナこのである。こうした理解は，株式会社の機 

能の把握としてはともかぐ,その本質規定たる上とは 

できないであろう。 へ .： _ ,
株式,会社それ自体からみるならば，証券市場，なi 、

し，それをめぐる信用諸関係は副次的間題である。し 

たがって，副次的な側面でのみ株式会社論を論ずるこ 

とは真の展開とはいいがたいs では，支配集中や資 

本の集中を可能とする株式会社自体の内的侧面とはな. 
にか0 すそ匕初発において提示したように,株式会社 

iこおける所有と機能i の独自的関係こそ,/それを理解 

するための驻本要因で、なければならない#
: すでにみたようK , 仁ルフr f ィングのいう他人の 

資本は，他A資本^般ではない。いわは*株式会社の資 

本のー侧而としてある。その資本は，まさに所有と機

注 17) Hilferding, Dm Finanzkapital, S. 1 6 3 .向上, 200 ベ-ジン 

18) ibid., S , 154 同上，2 0 1 ベージン
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能との合一された瑰実的資本として存在するはずそ、あ が 何 で あ る か ，とい，ことなのであるが，いうまで 

る。したがって, その寧本が,多数の株主の手中ビはもなく，この転換各可能にしたものは大塚教授が;̂  
証券の形態で，いわば擬制資本め論理にしたがうもめけ‘ている第三の指標である「譲渡自山な等額而株券」 

としで存在しているにせよ, 他人資本一般めごとぐ, . という制度にほかならない: すな衫ち，布限資任制 

单純な所有としての資本となるとどはセぎない。だが， ではなく，このp # 制こそが株式会社の決定的指標 

他人の資本は, 自己の資本にたいしては，所有としてとみるべき-で¥4。』

の資本として現象す名傾向をより強ぐもつのはなぜか。 ここでは彳資本結合め仕方の特異挫が間題^なって 

株式会社ほ，それ迨体社会化す名傾向をも々。夫規いるのであるがら，そ れ は 株 式 会 社 ふ i ' みi 結合 

模経営は，つねe 最低必要資本規模を更新ずるものとの仕方の間翹としてま十あ舍らかにされるの:でなけれ 

しで拡大しt ：ゆぐ。. とめ過程ぼ，所有関係自体を社会ばならない。が# ば, 株式会社にぉけるr自己资本J 
的なものとするのであるが，それば，私的所有を a u f - の所有関係パ所有と機能i の合体の態様の問題なので 

h e b e nするものではなく， 個別的耙的所有関係め集ある。馬場氏ほそれfこもかかわらず資本紅•合をただち 

合として社会的となるにすぎない。ご の こ と は 株 式 め に 「自己資本め他人資本化」の方冏で把えようとされ 

性格が，出資証書であるという一面の性格規定を失わ_ ている6 そのためには,株式証券の流通市場が前提と 

ないことに表現されている。他方, こうしだ意味セ-めして存在しセいなければならないわけで，ことに「譲 

所有の拡張がなされ, 大量の資本が集中されるi ，企業渡可能な等額面株券」という指標がとられる理山があ 

の機能資本も当然拡大ずるが，機能の伽面においては， る, : しがし, : このよう把証券の流動化f c よる貨輛資本 

それは_ 別的性格をとどめえザつねに:単 一 他 さ れ 名 傾 挫 格 <b証券へめ付ケをもって, 株武会述の成:立を説か 

向を逆に強めざるをえない。会社機関の独、自性が強めれ名どし :た君，それも驻本的には株式会社の機能的， 

られることになる。そして' , 所有め方向と機能の志向ないし， ヒルi ナディゾク、の表组をがりれぼ金鹵技術 

す冬方向とが互いに逆行する事麁が敌化さ柞るンす知的な把握ということになる .のであって，株式会社企業 

わち，資本が，統一的に価値増瑜運動をなrt■機能面の形態それ自体の規定とはなしがたい。馬場氏を毛合め 

強化は，逆に所有の相対的自立化によ4 ズ可能とされ: て従来から主* されてぎた,他人資本のロじ資本化泣 

る。株主の責任もこれに従って明確化ざれ名ととを要も，.自己資本の他人致本化説も，株式会礼の金_的例 

請され，いわゆる有限責住制の強祀がぼがもれること面べ6 こどな4 た視点力、ら^)接近なめであらて，’株式 

にもなってゆくめで、ある。いわば, 有限責任制にi つ 会社そi t 自体め内的檢遵を_ 明しうるも6 セはない6 
て, 所有と機能との特異な結爸という:株 式 会 社 企 業 形 株 式 # ^ は, 信用機構ではなv ' 0 でるがら,:金融的 

態の本質が明確になるものと考羌ねぱならないのそ^ b 侧商め童捤も制約さ 滿 ものそ、ある。株式会社論の独 

る。これr たいして，馬場克三氏のつぎめような見解自 ^ 展開は，: 企寒浪態どu て6 株式会社のもぅ所有と 

がもる。 ’ ， ■ 機辟どの独自な結合様式，いわば,資本運動钵として

「いまさらいうまでもなぐ株式会社;の経済的特の特齒的契機を午ニ芬に考虛しづ^ そ i での所有関係 

質は株式会社に特有な資本結合の仕方に求めなけれの特興な窣在，すなわち，• さきに指摘したニ觅の構造， 

ばならない。それは個人企對t もちろんのこと，，合 さ ら に そ れ を 基 抵 i して所宥の機飽からの自立化の過 

名会社によぅても合資会社によっても解決され/よか淖め解明が要請されるのである ,
った社会的規模にょる資本の集中おょび蔷積を可能 ,

■ にしたという点に求もられる6すなわち;資本結合6 :
甚礎とその内容が，いま+ 株式会社にぉ-いではじめ

て，これまでの一*切の企粲形態がそれに制約されそ へ

いたところの諸々の個人的•傕別的限竦をめりこえ ：… ，

て社会的なものに転換’さ;H/る1ヒ至ったということで .
ある。だが,との問題はこの転換を可能にしんもの ,

注 1 9 ) 馬場克兰r株式会社金融論j 1965年，4 8 ペーiV  ■ .. . :
2 0 ) 馬場，前掲書厂料べージ，
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